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はじめに



PEFC DDS 

• 問題のある出処からの原材料を避
ける仕組み

• リスクに基づくアプローチ

• 信頼性と透明性の提供



DDSの範囲

• 基本的にPEFC製品グループの対象となるすべての原材料

例外:

• リサイクル原材料 (PEFC のリサイクル原材料の定義 3.15 に
よる)

• CITES の付属書 I から III に列挙される樹種に由来する原材料
は、CITES に関連する国際法、国内法に準拠
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第 7 章: 簡略な要求事項
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• PEFC 主張付原材料についての 3 つの簡素化された要求事項:

1. 組織は、要求があれば、DDS のステップ 1: 情報へのアクセス
(付属書1、第 2 項) に基づいて関連情報を提供しなければなら
ない

2. 根拠のある懸念が提起された場合は、DDS のステップ 3 (付属
書 1、第 4 項) に従う

3. CoC の対象となっていないが、問題のあるで出処からのものと
認識した原材料については市場に出さないというコミットメン
トと手順を定める。懸念が裏付けられた場合は、DDS のス
テップ 4 (付属書 1、4項)に従う



DDSに関する規定内容
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以下の2 つの部分に分けられる :

1. 規格本体第 7 章、要求事項7.1.2 a および b : PEFC 主張付原
材料のみを扱うすべての組織に適用*

*(要求事項 7.1.2 c はすべての組織に適用)

2.  付属書 1 (規範): PEFC主張がない原材料を扱う組織に関連



情報への

アクセス
リスク評価

根拠のある

懸念

重大リスクの

ある供給の

管理

市場への出荷

の停止

注意: DDSの5つの要素



注意 :  DDSの手順

情報収集 リスク評価 重大リスク供給の管理



情報収集



1. どの情報にアクセスする必要があるか？

• 原材料/製品に含まれる樹種または含まれる可能性のある樹種のリスト
(一般名および/または学名)

• 原材料が収穫された国（該当する場合、地域名またはコンセッション
名）

• 詳細は要求事項2.1 の注意書 1 ～ 5 に記載
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情報にアクセスするために

• 組織は、要求があれば、PEFC 主張とともに供給される原材料に関し、
要求事項 2.1（付属書１） に記載されている情報を提供しなければなら
ない

• 組織が要求された情報を持たない場合は、当該要請を関連する供給者に
伝えなければならない
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情報にアクセスするために

• 情報へのアクセスのために柔軟な対応

• 必要な際に情報にアクセスするための手順:

➢供給者の自己宣言、 契約による合意

➢リスク評価のために必要な事例

➢不必要な要求は避ける

• 必ずしも実物を入手する必要はない(例えば、オンライン/外部ソー
スを参照)
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納品書類の情報
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チェック:

1) 供給者の詳細

2) PEFC顧客の詳細

3) 原材料/製品の詳細

4) 原材料/製品の量

5) 出荷日

6) PEFC主張

7) PEFC が認める認証書の認証番号

CSI-PEFC –CoC-12345 is issued by 



情報へのアクセス - 例
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国
-----
-----
樹種
-----
------ ----

インド



ステップ1 : 情報収集

どの情報にアクセスする必要があるか？ 2.1 a-b

組織は、要求に応じ、付属書1、2.1 に基づき必要な情報が提供されること
を確保するための手順を確立する

例 : 情報を提供についての供給者との書面による合意



ステップ 1 : 情報収集

どの情報にアクセスする必要があるか？ 2.1 a-b

PEFC CoC Customer

PEFC CoC organization

「あなたが日
付 Xに私たち
に供給した材
料 X に関する
情報が必要で

す。」

「この文書に
は、CoC std 
の付属書 1、
2.1 に基づく
原材料 x に関
するすべての
情報が記載さ
れています」

認証機関は、組織に
情報へのアクセスの
ための手順があるか
どうか、要求された
ときに情報を提供す
ることが可能かにつ

いて検証する



ステップ 1 : 情報収集:自己宣言

PEFC-COC組織

書面による声明:
原材料が「問題のある出処」からのものではないという情報を
提供

書面による誓約書:
➢ 樹種、地理的起源（国/地域/採掘権）に関する情報
➢ 供給者からの供給品に重大なリスクがある場合、供給者は森

林管理ユニットを特定するために必要な情報を組織に提供
➢ 供給者の供給品に重大なリスクがあるとみなされる場合、供

給者は組織が当該供給者の業務について第二者または第三者
による検査を実施可能にする

➢ 供給者の供給品に重大なリスクであるとみなされる場合、サ
プライヤーは組織の検証プログラムの一環として是正措置を
実施する

自己宣言は DDS を免除する証拠
にはならない



ステップ 1 : 情報収集 : CPI/WJP

CPI/WJP 指数がしきい値より
低い場合 - リスク評価に関連
する情報を収集するために、

事前に表 2 と 3 を確認

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022/
https://www.transparency.org/en/cpi/2021


ステップ1 : 情報収集: 樹種

製紙会社と樹種に関する情報提供の複雑
さを想像してみてください。
この場合、彼らは何ができるか？

樹種と由来に関する正確な情報を与えることが
難しい場合（紙やパネルの製造など）、情報に
は可能性があるあらゆる樹種、由来が含まれる
ことになる

樹種の情報には、通常製品に含まれる可能性の
ある樹種が含まれる必要があるが、誤って製品
に混入する危険性のある樹種まで含めることを
目的とはしていない。



ステップ 1 : 情報収集 : 注意書 3

• Y国 は、「重大リスク」のある国とされているが、その国のある地域は、違
法伐採を防ぐための法律が整備されている (A地域).   

この場合、供給者はA地域を起
源とした原材料に関する情報を
手に入れるべきである



リスク評価



2. リスク評価

• 供給に含まれている「問題のある出処」からの原材料についてのリスク
を評価

• PEFC主張付で供給された原材料は、リスク評価の対象からは除かれる

➢ PEFC認証、PEFC管理材、100%PEFC由来、その他PEFCが認める主
張付原材料（例えば、PEFCにより相互承認されたSFM由来）

➢ PEFC主張は「極小リスク」

➢ このことは、「根拠のある懸念」が提起されていないことが条件



ステップ2 : リスク評価 – PEFC主張付原材料

X% PEFC認証

PEFC 主張が付いた原材料を
伐採国から輸入する組織は、
森林部門に関する限り、伐
採国の貿易および関税に関
する法律の遵守しているこ
とを検証することが期待さ
れている組織



ステップ 2 :リスク評価 – 相互承認PEFC主張

公式PEFC主張 相互承認されたスキームによる主張例

100% PEFC由来 100% SGEC由来

X% PEFC認証 X% SGEC認証

PEFC管理材 SGEC管理材

PEFCは二重主張を容認する。
二重主張は一度だけ使用され、
重複して使用されないことを
確実にしなければならない



ステップ 2 :リスク評価 –指標のリスト

表1: 極小リスクの指標

表1の指標が適用される場合 = 極小リスク 表1の指標への相当が確認できな

い場合、表2、表3に移動

表 2 及び表 3 : 重大リスクの指標

もし、これらの指標のどれかに該当する場合、組織は対象の原材料が問題のある出処に由来

する「重大リスク」を有すると見做さなければならない。重大リスクの場合、ステップ 3 ：

リスク管理に基づき対処する必要がある



ステップ 2 : リスク評価 - アプローチ
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重大リスク重大リスク

重大リスク極小リスク

サプライチェーンにおける可能性

由来における可能性

高

高低

表
2

表 3



ステップ 2 :リスク評価 – 指標 表1

表1: 極小リスクの指標

表1の指標が適用される場合 = 極小リスク 表1の指標への相当が確認でき

ない場合、表2、表3に移動



ステップ 2 :リスク評価 – 指標 表1

指標 ガイド

a)  PEFC 以外の森林認証制度により認証品である
ことが宣言された供給品

よくある質問：FSCの主張付はどうか

判断するのは組織: 

- 問題のある出処」に定義される行動を対象としてい
る森林管理の第三者認証

- 第三者によるCOC認証

- パーセンテージ方式の主張が適用され、非認証原材
料が「問題のある出処」に由来したものではないこ
とを証明する 制度

- 第三者による認証主張の有効性を常に確認

- 審査員は、組織が認証スキームの最終責任を負って
いるかどうかをチェック



ステップ 2 :リスク評価 – 指標 表1

Indicator Guideline

b) 政府または非政府による確認または許可のシス
テムによる確認を受けた供給品

- 組織は、問題のある出処」の PEFC 定義とそれ
らの政府系または非政府系またはライセンス制
度の内容との間のギャップ分析を行うべき。

- このギャップ分析においては、PEFCの定義の
対象が当該確認の対象範囲に含まれていること
を証明すべき

- これは審査の一部となる
- 確認、ライセンス制度の例: SFI 2022 Fibre 

Sourcing Standard, SFI 2022 Certified Sourcing 
Standard.

c) （i-v)が明確に識別できる検証可能な書類の裏付
けがある供給品

- 伐採された国/地域 TP CPI>50 あるいは WJP RoL>0.5
- 商品名、商品の種類、樹種
- サプライチェーンにおけるすべての供給者
- 由来となる森林の地域
- 製品は問題のある出処を由来としてはいないことを示す信

頼のある情報

- CPI と WJP が食い違う場合、組織はどちらかを選択
できる

- ガイドでは他の信頼できる情報例を提示

https://forests.org/wp-content/uploads/2022_SFI_StandardsandRules_section3.pdf
https://forests.org/wp-content/uploads/2022_SFI_StandardsandRules_section3.pdf
https://forests.org/wp-content/uploads/2022_SFI_StandardsandRules_section5.pdf
https://forests.org/wp-content/uploads/2022_SFI_StandardsandRules_section5.pdf


ステップ 2 :リスク評価 – 指標 表 2

表 2 及び表 3 : 重大リスクの指標

もし、これらの指標のどれかに該当する場合、組織は対象の原「材料が問題のある出処に

由来する「重大リスク」を有すると見做さなければならない。「重大リスク」の場合、

ステップ 3 ：リスク管理に基づき対処する必要がある



ステップ 2 :リスク評価 – 指標 表 2
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由来レベルにおける重大リスク

• 行 a) ～ i) は、問題のある出処 (3.6 a) ～ i) の個々の要素を示す

• 各要素の下のローマ数字（i、ii、iii・・）は重大リスクの指標を示す

• 要素に複数の指標が挙げられている場合、すべての指標が適用される



表 2 – a) 合法性
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問題のある出処の要素:

i. 森林管理に関する適用されている地域、国、または国際法に準拠しない
活動

指標: 

i. その国に関する最新の国際透明性機構（TI）腐敗認識指数（CPI）のス
コアが50未満、または同国の最新のワールド・ジャスティス・プロジェ
クト（WJP）法の支配指数が0.5未満

ii. 森林統制や法執行のレベルが低いと認識されるその国/地域



腐敗認識指数(CPI)

https://www.transparency.org/en/cpi/2021


ワールド・ジャスティス(WJP) 法の支配指数

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2022


指標 a, i) CPI or WPJの代替指標
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代替指標

➢ PEFC評議会による了承

➢ 将来、PEFC GD 2001に追加



表 2 – a) 合法性
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問題のある出処の要素: 

a) 森林管理に関し適用される地方、国内、または国際法に準拠しない活動

指標 : 

iii. 原材料/製品に含まれる樹種が、その国/地域において「問題のある出処」(a)または(b)
に該当する行為が横行する樹種として知られている

iv. 当該国が、森林および森林外樹木産品の輸出入を規制する国際連合、EU又は関係国

       の制裁の対象となっている



表 2– b) 製品に関する長期的見通し
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問題のある出処の要素: 

b) 木材、非木質林産物およびさまざまなサービスを提供する森林の能力が持続可能な
形で維持されない、または伐採の水準が長期的に持続可能な水準を超える活動

指標 :

i. FAO森林資源評価などの公的に入手可能なデータによると、原産国/地域の産業用丸
太の年間伐採量が、年間生長量を超えている



表 2 – c) 生物多様性及びd) 生態的に重要な森林地域
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問題のある出処の要素: 

c) 森林管理において、景観、生態系、種または遺伝子レベルにおける生物多様性の維持、
保全、または強化に寄与しない活動

d) 生態学的に重要な森林地域が特定、保護、保全、または確保されていない活動

指標 : 

i. その国の「生物多様性と生息地」に関する環境パフォーマンス指数（EPI）スコアが
50 未満。 EPI 指数が存在しない場合は、問題のある出処の要素 c および d に対処す
る法律など、他の指標を利用することは可能。信頼できる法律執行の証拠（TI CPI 

>50、または WJP RoL >0.5）との組み合わせ



表 2 – e) 森林転換
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問題のある出処の要素: 

e) 正当な状況以外で森林の転換が行われる活動 

指標: 

i) FAO が提供するような公的に入手可能なデータや情報によると、その国/地域は、
最近 10 年間で森林面積の純損失が 1% を超えていることが確認されている

ii） FAO が提供する公開データや情報によると、その国/地域では、森林から植林

地へ転換した純面積が、その国/地域における森林面積の増加を超えている

出典: FAO STAT, WRI, Global forest watch

https://www.fao.org/faostat/en/
https://www.wri.org/data
https://www.globalforestwatch.org/


表 2 – f) 労働における基本原則と権利
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問題のある出処の要素: 

f) 労働における基本原則及び権利に関するILO宣言(1998)の精神にそぐわない
行為

指標 : 

i. 実証的な研究により、当該国において、労働における基本原則及び権利に
関するILO宣言(1998)が尊重されていない

出典: BWI, ILO Stat, Amnesty Intl, Universal Human Rights Index, Human Rights Watch

https://www.bwint.org/
https://ilostat.ilo.org/
https://www.amnesty.org/en/annual-report-archive/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://www.hrw.org/


表 2 – g) 先住民族
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問題のある出処の要素: 

g) 先住民族の権利に関する国際連合宣言(2007)の精神にそぐわない行為

Indicator: 

実証的研究により、当該国において、先住民族の権利に関する権利

(2007)の精神が満たされていない行為



表 2 – h) 紛争木材
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問題のある出処の要素 : 

h)紛争材

指標 : 

当該国/地域が、例えば、脆弱国家リスト(Fragile State List)など一般公開の
データソースによって武力紛争が横行する国/地域とされている

紛争が発生した場合には、UNGA の特別緊急会議決議を確認することをお勧める。世界銀
行の脆弱国家リストと脆弱国家インデックス



表 2 – i) 遺伝子操作樹木
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問題のある出処の要素:

i) 遺伝子操作樹木

指標 : 

公開されているデータによると、遺伝子組み換えされた森林および森

林外の生物が、その国/地域で生産され、市場に出荷されている



表 3 –サプライチェーンにおける可能性
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指標 :

a) 当該製品が取引された国/地域が不明である

b)  当該製品に含まれる樹種が不明である

c) 当該サプライチェーンの中でいずれかの企業による「問題

のある出処」に関する違法行為の証拠がある



リスク評価 –ステップ
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ステップ:

１．表１に定める指標に該当することが確認された場合

はい: 極小リスク、リスク評価終了

いいえ: リスク評価を継続

２．表２，３の指標が当てはまる

いいえ: 極小リスク、リスク評価終了

はい：重大りすく、リスク管理が必要



リスク評価 –評価の頻度
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・個別の供給者ごとに、または付属書 1 の 2.1に列挙されている

同じ特徴を持つ複数の供給者ごとに最初の供給品の入荷に対し実行する

・少なくとも年次ごと、及び、付属書１の2.1に挙げられている特徴に変更

があった場合、レビューし、必要な場合、修正を行う



ステップ 2 :リスク評価 – 3.7

唯一の変化が供給者名で
ある場合に、同一のリス
ク評価を複数実行するこ
とを避けるため、組織は、
特定の地理的エリアから
の複数の供給に対してリ
スク評価を実行できる



ステップ 2 :リスク評価 – 3.8

同じ供給品について特定された新
しい地域

同じ供給者による供給品の特性の 1 
つが変化するとき（例: 別の原産国、
別の樹種、別の種類の製品、材料が
供給される地域の危機や戦争、また
は国の行政など）、また戦争に巻き
込まれた場合、その供給品は供給者
による「新たな」供給とみなされる
べきであり、必要に応じリスク評価
を再度行うか、修正されるべきであ
る



簡単なクイズ



リスク評価 – PEFC主張付原材料

COC規格 3.1 :

● PEFC が認める認証書を持つ供給者によって PEFC 主張付で納入され

た原材料については、リスク評価が免除されるか?

はい/いいえ

● このことは、PEFC 主張付で納入された原材料については DDS から

免除されることを意味するか?

はい・いいえ

● PEFC 主張付の原材料に関して根拠のある懸念が提起された場合は

どうなるか?



ステップ 2 :リスク評価 – 供給品の特性の変更

● どのような状況で供給品の特性 (主張、樹種、原産国) が変更される

可能性がありますか?

議論: 森林規制の変更、紛争など

● 供給品の特性が変化した場合はどうすればよいか?

当該供給品については、供給者による「新規」供給として、DDS 

を改めて実施する必要がある



問題のある出処



3. 定義

• 森林および森林外樹木産原材料が問題のあ
る出処に由来していることを示す証拠また
は証拠によって裏付けられた情報

注意: 根拠のある懸念とは第三者によるほか、
組織自体により提起された懸念



根拠のある懸念

問題のある
出処の証拠

- PEFC主張付で供給された原材料にも適用

- 根拠のある懸念については、第三者に
よって組織に提起される場合のほか、組
織自体が知る場合がある

- 組織には、根拠のある懸念の有無につい
て積極的にコメントを求める義務はない

10日以内に
調査の開始



根拠のある懸念 (付属書 1) 
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4.2  当該懸念が組織自身の調査で解消されない場合は、当該原材料が

     「問題のある出処」に由来するリスクは「重大リスク」として付属書

 5項に基づき管理されなければならない

リスク管理に関する付属書1の 5項 に基づ
き「根拠のある懸念」を解決できない場
合は、その供給品を市場に出荷してはい
けない

市場への出荷停止



ステップ 3 リスク管理



ステップ3 : 重大リスクの管理

• 5.1 一般事項

• 組織がステップ 2 で重大なリスクのある原材料を特定したが、
PEFC CoC に基づいて供給を継続したい場合は、リスクを管

理を行う必要がある。

• リスク評価により、重大なリスクのある特定の領域を明らかに
なった場合、供給者は、組織がリスクのレベルを重大なレベ
ルから極小レベルに修正できるように、追加情報を提供する必
要がある

• リスク評価の一環として重大であると特定されたリスクに対し
ては、リスク軽減策を適用する必要がある



重大リスク供給品の管理
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• 3 段階の検証プログラム: 

1) サプライチェーンの特定

2) 現場検査

3) 改善措置



サプライチェーンの特定
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• 組織は、「重大なリスク」の供給品のすべての供給者に対し、当該サプライチェーン全
体とその供給品の出処である森林区域に関する詳細な情報を要求しなければならない

• 組織は、原材料が当該サプライチェーンの特定の段階で、表1によって「極小リスク」
であることが検証できる場合には、付属書1の4項で扱われる「根拠のある懸念」のケー
スを除き、森林区域もでのすべてのサプライチェーンを追跡する必要はない

• 提出された情報は、組織が現場検査を計画し、実行することを可能にするものでなけれ
ばならない



現場検査
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• 検査対象:

➢直前およびその前の供給者 (供給者による原産地表示を確認)

➢供給元の FMU (要求事項への準拠を確認)



ステップ3 : 重大リスクの管理

現場検査

✓ ステップ 2 で特定した関連リスクに焦
点を当てる

✓ 合意された是正措置は実施されたか?
✓ 原材料の供給者に焦点を当てる

✓ 重要なリスクの供給品が単一の供給者
から供給されている場合、組織はサン
プルを採取する必要がある



現場検査
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• 対象は、基本的に重大リスク供給品の供給者すべて

• 現場検査を文書レビューで代替することは可能

• 1 つの供給者が多数の供給品を扱っている場合、サンプリングが許可さ
れる：

Y= √X

• 初回審査、更新審査 、あるい

は、前回の現場検査でその効

果あると証明されていない場

合

Y= 0.8√X

• 前回の現場検査でその効果が

証明されている場合

• Y: 年次サンプル数、小数点以下はもっとも近い整数に切り上げ

• X: 年間の「重大リスク」供給品の数



ステップ3 : 重大リスクの管理



是正措置
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• 組織は是正措置の実施手順を定めなければならない

• 是正措置は、リスクの大きさと深刻さを重視しなければならない

例えば: 

➢ リスクに関する明確な通知

➢ リスク軽減措置の要求（認証の取得など）

➢ 供給品に関する契約の解除、一時停止

• リスク軽減が不成功 : PEFC-COCに対する原材料の投入禁止



市場への出荷停止



原材料/製品の市場への出荷停止
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COCの対象範囲に含まれる場合: 

• 出処が不明あるいは「問題のある出処」に由来する森林及び森林外
樹木産原材料/製品はPEFC製品グループに含めてはならない（付属
書の6.1）



PEFC-COCの対象範囲外の原材料の取扱
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• 組織のPEFC-COCの対象ではない森林及び森林外樹木産原材料/製品で
あっても以下の場合、市場出荷停止の対象とすることについての誓約と
手続きを定めなければならない（第7章7.1.2.c)

その原材料/製品が、

違法な生産源（問題のある出処 3.7a)を由来とすること及び

根拠のある懸念を組織が知るに至った時、あるいは

根拠のある懸念が提起された時

市場出荷への停止

For substantiated concerns, until the concern has been resolved 
in accordance with Appendix 1, clause 4.



市場への出荷停止
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• 附属書 1の6.2 CoC 範囲外の材料に関する要求事項

• 組織のCOCへの投入原材料が違法な生産源（問題のある出処 3.7a）に
由来することを組織が知った場合、市場に出荷してはならない（付属書
1 6.2）

• 根拠ある懸念が提起された場合, その懸念を解消するまで、市場に出荷
してはならない（付属書 1 6.3）



市場への出荷停止

• この要件は PEFC-COC範囲内の原材料だけに適用されるわけではない

市場への出荷
停止

➢ 組織は、PEFC-COCでカバーされてい
ない森林および森林外樹木製品も対象
とするコミットメントと手順を文書化
し、実行しなければならない

➢ 組織が不適合を特定または通知され、
その製品がすでにサプライチェーンに
入っているか、PEFC 主張を付けて販
売されている場合、組織はその製品の
供給を直ちに停止し、規格に基づき管
理するために必要な措置を講じるもの
とする。



質問、意見、フィードバック
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